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北九州市告示第２９号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 
  令和６年１月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   
病院又は診療所（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

医療法人ありまつ矯正

歯科医院 

北九州市八幡西区黒崎三丁目１番

７号アースコート黒崎駅前ＢＬＤ

Ｇ２Ｆ 

令和６年１

月１日 
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北九州市公告第５１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年１月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

リバーウォーク北九州 

  北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 （１）北九州紫川開発株式会社 

北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 

    代表取締役 大下德裕 

 （２）ラオックスホールディングス株式会社 

    東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー２９階 

    代表取締役社長 矢野輝治 

 （３）福岡地所株式会社 

    福岡市博多区住吉一丁目２番２５号 

    代表取締役社長 榎本一郎 

３ 変更した事項 

 （１）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

   ア 変更前 

（ア）北九州紫川開発株式会社 

    北九州市小倉北区室町一丁目２番１１号 

       代表取締役 大下德裕 

    （イ）ラオックス株式会社 

       東京都港区芝公園二丁目７番１７号 

       代表取締役社長 飯田健作 

   イ 変更後 

（ア）北九州紫川開発株式会社 
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北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 

       代表取締役 大下德裕 

（イ）ラオックスホールディングス株式会社 

       東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー２９階 

       代表取締役社長 矢野輝治 

 （２）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

   ア 変更前 

     里山商会ＫＯＫＵＲＡ 

     福岡県京都郡苅田町神田町一丁目４番１８号２階 

     吹上 紘子 

     他１０１者 

イ 変更後 

     阪急ベーカリー＆カフェ 

大阪府高槻市南庄所町２２番５号 

中村 英紀 

他７７者 

４ 変更の年月日 

（１） 前項第１号の住所 令和５年９月２７日 

（２） 前項第１号の商号 令和４年１０月３日 

（３） 前項第１号の代表者 令和５年３月３０日 

（４） 前項第２号 令和５年１１月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年１２月２５日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年５月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年５月２４日までに北九州市産業
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経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第５２号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定によ

り大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第６項の規定により、次の

とおり公告する。 

  令和６年１月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

エフコープ黒原店 

  北九州市小倉北区熊本四丁目１番５号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  双葉興産株式会社 

  北九州市小倉北区浅野二丁目８番４号 

  代表取締役 小玉 稔 

３ 廃止前の店舗面積の合計 

  １，６８２平方メートル 

４ 廃止後の店舗面積の合計 

０平方メートル 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となっ  

 た日 

  令和６年１月１３日 

６ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

７ 届出年月日 

令和６年１月１３日 
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